
お知らせお知らせ
国
民
健
康
保
険
・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
に

ご
加
入
の
方
な
ど
へ

交
通
事
故
で
役
場
へ
届
け
出
？

●
義
務
で
す 

届
け
出 

第
三
者
行
為

国
民
健
康
保
険
・
後
期
高
齢
者
医
療
保

険
に
ご
加
入
の
皆
さ
ま
や
、
福
祉
医
療
を

ご
利
用
の
皆
さ
ま
は
、
交
通
事
故
な
ど
第

三
者
の
行
為
に
よ
っ
て
け
が
を
し
た
場

合
、
役
場
へ
の
届
け
出
が
必
要
で
す
。

●
第
三
者
行
為
と
は

第
三
者
（
自
分
以
外
の
人
）
の
行
為
が

原
因
で
、
治
療
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た

場
合
を
指
し
ま
す
。

・
例
／
交
通
事
故
（
自
転
車
事
故
を
含
む
）

で
け
が
を
し
た
と
き
、
暴
力
行
為
な
ど
で

他
者
に
け
が
を
さ
せ
ら
れ
た
と
き
な
ど

●
な
ぜ
届
け
出
が
必
要
な
の
？

第
三
者
行
為
に
よ
り
け
が
を
し
た
と
き

の
治
療
費
は
本
来
、
相
手
方
が
過
失
割
合

に
応
じ
て
負
担
す
べ
き
も
の
で
す
。
し
か

し
、
す
ぐ
に
治
療
費
を
払
っ
て
も
ら
え
な

い
場
合
な
ど
に
被
害
者
救
済
の
観
点
か
ら
、

届
け
出
を
す
る
こ
と
で
、
健
康
保
険
が
立

て
替
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
こ
の
届
け
出
に
よ
り
、
健
康
保
険

か
ら
相
手
方
（
ま
た
は
損
害
保
険
会
社
な

ど
）
に
対
し
、
健
康
保
険
が
立
て
替
え
た

治
療
費
を
請
求
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
り

ま
す
。

医
療
費
の
適
正
化
に
も
つ
な
が
る
の
で

ご
協
力
く
だ
さ
い
。

●
届
け
出
に
必
要
な
物

・
印
鑑
（
認
め
印
）

・
来
庁
者
の
本
人
確
認
書
類（
免
許
証
な
ど
）

・
交
通
事
故
証
明
書
（
交
通
事
故
の
場
合

の
み
）

※
届
け
出
後
、
傷
病
届
済
証
明
書
を
発
行

し
ま
す
。

※
自
損
事
故
な
ど
は
第
三
者
行
為
で
は
あ

り
ま
せ
ん
が
、
そ
の
こ
と
を
確
認
す
る

届
け
出
が
必
要
な
場
合
が
あ
り
ま
す
。

●
注
意
事
項

既
に
加
害
者
か
ら
治
療
費
を
受
け
取
っ

て
い
る
（
示
談
が
成
立
し
て
い
る
）
場
合

や
、
仕
事
中
・
通
勤
中
の
け
が
（
労
働
災

害
保
険
の
対
象
）、
ま
た
自
身
の
飲
酒
運

転
や
無
免
許
運
転
な
ど
に
よ
る
法
令
違
反

の
事
故
で
は
、
健
康
保
険
が
使
え
な
い
場

合
が
あ
り
ま
す
。

●
福
祉
医
療
を
受
給
さ
れ
て
る
方
へ

福
祉
医
療
と
は
乳
幼
児
医
療
・
子
ど
も

医
療
・
重
度
心
身
障
害
児
（
者
）
医
療
・

ひ
と
り
親
家
庭
医
療
・
老
人
医
療
で
す
。

福
祉
医
療
受
給
者
証
を
お
持
ち
の
方
は
、

健
康
保
険
と
は
別
に
役
場
へ
の
届
け
出
が

必
要
に
な
り
ま
す
。

※
国
民
健
康
保
険
・
後
期
高
齢
者
医
療
保

険
の
方
は
一
緒
に
届
け
出
が
可
能
で
す
。

※
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問

住
民
課
（
吉
備
庁
舎
）

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
に
ご
加
入
の
方
へ

医
科
・
歯
科
健
康
診
査

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
に
加
入
し
て
い

る
方
（
長
期
入
院
者
・
施
設
入
所
者
を
除

く
）
は
年
1
回
、
医
科
健
康
診
査
と
歯
科

健
康
診
査
を
受
診
で
き
ま
す
。
対
象
者
に

は
、
5
月
下
旬
に
受
診
券
な
ど
が
和
歌
山

県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
か
ら
直
接

送
付
さ
れ
ま
す
。
受
診
券
発
行
の
申
し
込

み
は
不
要
で
す
。
な
お
、
受
診
券
な
ど
を

紛
失
し
た
場
合
や
不
明
点
が
あ
る
場
合

は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
医
科
健
康
診
査

・
対
象
者
／
被
保
険
者
全
員
（
長
期
入
院

者
・
施
設
入
所
者
を
除
く
）

・
検
査
項
目
（
全
員
に
実
施
す
る
項

目
）
／
問
診
・
計
測
（
身
長
・
体
重
・

B
M
I
・
血
圧
）・
診
察
（
身
体
診
察
）・

尿
検
査
（
糖
・
タ
ン
パ
ク
・
潜
血
）・

血
液
検
査
（
脂
質
・
肝
機
能
・
糖
代
謝
・

腎
機
能
・
尿
酸
・
貧
血
な
ど
）

・
医
師
が
必
要
と
判
断
し
た
方
に
追
加
で

実
施
す
る
項
目
／
心
電
図
検
査
・
眼
底

検
査

・
実
施
期
間
／
6
月
1
日
（
月
）
～
令
和

9
年
（
2
0
2
7
年
）
2
月
28
日
（
日
）

・
自
己
負
担
額
／
無
料

・
持
ち
物
／
マ
イ
ナ
保
険
証
な
ど
・
受
診

券
・
受
診
票
（
問
診
票
）

・
実
施
場
所
／
受
診
券
と
同
封
し
て
い
る

実
施
医
療
機
関
一
覧
に
記
載
さ
れ
て
い

る
医
療
機
関

・
そ
の
他

既
に
同
様
の
検
査
を
受
け
て
い
る
場
合

や
、
病
院
・
介
護
施
設
に
入
院
・
入
所
し

て
い
る
方
な
ど
、
定
期
的
に
健
康
管
理
が

行
わ
れ
て
い
る
場
合
は
、
必
ず
し
も
受
け

る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
生
活
習
慣
病
の

治
療
な
ど
で
定
期
的
に
医
療
機
関
を
受
診

し
て
い
る
方
は
、
受
け
る
必
要
が
あ
る
か

主
治
医
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

●
歯
科
健
康
診
査

・
対
象
者
／
令
和
8
年
（
2
0
2
6
年
）

3
月
末
で
75
・
80
・
85
歳
の
方
と
90
歳

以
上
の
被
保
険
者
（
長
期
入
院
者
・
施

設
入
所
者
を
除
く
）

・
検
査
項
目
／
問
診
・
口
腔
診
断
（
歯
の

状
態
・
歯
周
組
織
の
状
況
・
口
腔
衛
生

状
況
・
か
み
合
わ
せ
・
口
腔
乾
燥
・
粘

膜
の
異
常
）・
口
腔
機
能
検
査
（
か
む
能

力
・
舌
機
能
・
嚥え

ん

下げ

（
飲
み
込
み
）
機
能
）

・
実
施
期
間
／
6
月
1
日
（
月
）
～
令
和

9
年
（
2
0
2
7
年
）
2
月
28
日
（
日
）

・
自
己
負
担
額
／
無
料

・
持
ち
物
／
マ
イ
ナ
保
険
証
な
ど
・
受
診

票
（
問
診
票
）

・
実
施
場
所
／
受
診
票
と
同
封
し
て
い
る

実
施
医
療
機
関
一
覧
に
記
載
さ
れ
て
い

る
医
療
機
関

※
歯
科
健
診
で
は
、
受
診
券
の
発
行
は
あ

り
ま
せ
ん
。

問

和
歌
山
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

☎
0
7
3
‐
4
2
8
‐
6
6
8
8
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